
 

調布市監査委員告示第  ９  号   

 

 

 令和２年度第１回定期監査の結果に基づき，別紙のとおり措置を講じた  

旨の通知を受けたので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条  

第１４項の規定により公表する。  

 

 

  令和  ３  年  １  月２９日  

 

 

                調布市監査委員  玉  木  國  隆  

                調布市監査委員  岩  倉  哲  二  

調布市監査委員  小  林  市  之  
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令和２年度第１回 定期監査結果に基づく措置事項 

部署名 議会事務局 

 

監査項目 留意事項等 措置事項 

(1) 行政手続について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調布市行政手続条例等に基づき策定された

審査基準等について，窓口に備え付けられて

いないものが見受けられた。 

 調布市行政手続条例等に基づき，適正な事

務処理に努められたい。 

 本件については，事務局内で調布市行政手続

条例等が周知徹底されていなかったことから

窓口への備え付けを失念したものです。 

 調布市行政手続条例等に基づき策定された

審査基準等については，令和２年１１月２７日

にファイルを窓口に配架しました。 

 併せて，令和２年１２月２３日の議会事務局

内会議において研修を行い，リーフレット「調

布市行政手続条例のあらまし」及び「調布市行

政手続条例第５条」を読み上げ，同条例の概要

と同条例等に基づき策定された審査基準等の

窓口への備え付けについて周知徹底を行いま

した。また，同日中に同条例等に基づき策定さ

れた審査基準等について，各自が熟読を行いま

した。 

 今後は，その他の窓口配架についても適時確

認を行い市民に分かりやすく開かれた議会を

推進して参ります。 

 


